
（1）職務発明に関する法律規定

中国専利法１）では，職務発明に関し，特許を

出願する権利２）と特許権とは，原則的に単位３）

に帰属する。しかし，職務発明は，単位の任務

として完成された発明と，主として単位の物的

技術的条件を利用して完成された発明という二

種類に分類された上で，前者の場合は，その権

利は単位に帰属するのに対し，後者の場合は，

単位と発明者間の契約が優先され，発明者の帰

属ともなり得るのである（専利法６条１項及び

３項参照）。そして，単位側に帰属した職務発
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抄　録 中日両国の職務発明制度は，基本骨格としての権利帰属の原則が異なっているものの，実
務上，同様の問題も抱えている。中国の職務発明制度は，発明の奨励，使用者と発明者間の利益調整
という制度目的を，十分に実現しているとはいい難い現状にある。この原因として，職務発明制度を
含めた知的財産制度の理解が十分浸透しておらず，また，合理的な報酬の計算が実務的に困難である
という，実務上の問題がある。合理的な報酬額を巡って，中国の判例は集積がなく，算定方法が確立
していないことから，今後，中国でも日本と同様に，職務発明を巡る紛争が増加する可能性がある。
このような中国の状況にあって，報酬額の算定基準を法令により定めることが一部行われているが，
中国における多様な単位の特徴に応じた，合理的報酬の支払を実現するためには，法令の画一的基準
や，単なる外国制度の導入ではなく，職務発明制度を含む，知的財産制度の利用と浸透を図る他はない。
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明について特許権が付与された場合には，発明

者に奨励が与えられなければならず，単位がそ

の発明を実施した場合には，発明者に合理的な

報酬が与えられなければならない（専利法16条

参照）。また，専利法実施細則においては国有

企業事業単位を対象に，発明者への最低限の奨

励額（特許は2,000人民元，実用新案と意匠は

500人民元）と報酬の割合（特許と実用新案の

場合は実施による利益の２％，意匠の場合は実

施による利益の0.2％，ライセンスの場合はラ

イセンス料の10％，何れも納税後）が決められ

ている（専利法実施細則75条，76条参照）。そ

の他，非職務発明の特許を出願する権利及び特

許権は，発明者に帰属すると規定されている

（専利法６条２項参照）。

（2）職務発明制度の沿革

中国専利法及び専利法実施細則は1984年３月

12日採択され，1985年４月１日に施行された後，

1992年，2000年に二回にわたり改正された。職

務発明については，2000年の改正によって，以

下に述べるように全面的に改正されている。

職務発明を判断する基準の一つである「所属

単位の物質的条件を利用して完成された発明創

造」を「所属単位の物質的技術的条件を利用し

て完成された発明創造」と改正し，条件につい

て「技術的」という文言が追加されたのである。

この改正について，「職務発明の範囲が実質

上拡大されるものと考えられる」との指摘があ

る４）。しかし，専利法実施細則を見ると，1992

年細則10条の「物的条件」と2000年細則11条の

「物的技術的条件」についての定義はまったく

変更されておらず，1992年細則10条の「物的条

件」の中でも既に「対外的に公開されていない

技術資料」が含まれていたのである。従って，

2000年の改正によって職務発明範囲が拡大され

たわけではなく，「旧法での『物的条件』には，

単なる『物理的な設備』だけでなく『所属単位

所有の内部技術情報』も含まれると解釈されて

いたが，条文上不明確であった。今回の改正で

は，その点を明確にするために，『物的条件』

と『技術的条件』という二つの概念を設けた。」

との指摘５）のように，従前の専利法実施細則で

定義された内容を専利法上明確化したものなの

である。逆に「主に物的技術的条件を利用」の

要件がより厳格に解釈され，職務発明の範囲が

縮小されることになる可能性もあるが，これに

ついては今後の裁判所の判断を待つこととなろ

う。

また，専利法６条に第３項が新設され，所属

単位の物的技術的条件を利用して完成させた発

明創造の特許を出願する権利及び特許権の帰属

については，単位と発明者間の契約が優先され

ることとなった。

本項新設の目的は，技術研究者の発明意欲に

十分なインセンティブを与え，労使関係を良好

に維持すること，労使間の紛争や矛盾を減少さ

せ，単位や個人により多くの選択肢を提供する

ことにあると言われている６）。

この改正に対し，権利帰属について，当事者

双方に自由に協議させ，決定させることは研究

者の発明意欲にもインセンティブを与え，より

多くの発明創造の産出に繋がり，単位の物的条

件の有効利用にもなるし，職務発明権利帰属の

一律性から柔軟性へ移行するものであるとし

て，評価する意見が多い７）。確かに，もし単位

がその立法趣旨を理解し，一定の条件の下で研

究者の自発的研究成果を研究者に帰属させる方

向へ動けば，その規定は研究者の自発的な研究

に対する大きな促進になると思われる。

しかし，この新設条項での「単位の物的技術

的条件」の利用には「主に」という文言がなく，

契約において，所属単位の物的技術的条件を利

用して完成された発明創造は職務発明とされて

も，非職務発明とされても良く，また，特許を

出願する権利と特許権について契約を結ぶ場合
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は，その発明創造の完成が所属単位の物的技術

的条件を主に利用したかどうかは大切なことで

はないとする解釈がある８）。しかし，この解釈

に従えば，所属単位の物的技術的条件の利用が

「主に」に該当せず，本来非職務発明となるは

ずの発明についてまで，契約によって職務発明

にさせられてしまう可能性もあり，前述した本

項新設の目的である技術研究者の発明意欲に十

分なインセンティブを与えるという目的が達成

されない恐れもあると懸念される。

また，中国の「契約法」第324条においては

「技術成果の帰属と収益の分配方法」が当事者

の約定によると定められている。『契約法』の

司法解釈として2005年１月から実施された「最

高人民法院の技術契約紛争事件審理の法律適用

における若干問題に関する解釈」（2004年11月

30日最高人民法院審判委員会にて採択）におい

ては，「法人又はその他の組織とその従業員の

間で，在職期間又は離職後に完成した技術成果

の権益について約定がある場合は，人民法院は

約定に基づいて認定しなければならない。」（第

２条２項）とされている。その中の「技術成果」

が「特許，出願された発明」等であり，職務技

術成果はどのような成果でも契約優先とされて

いる。この点においては「専利法」と若干違う

ように見えるが，技術研究者の発明意欲を十分

発揮させるという同じ目的にあると思われる。

実際の紛争解決に当たって，その適用は『契約

法』とその解釈が優先的と言われている９）。

旧法16条の実績に基づく「奨励」は「合理的

な報酬」に改正され，権利付与後が奨励，実施

後が報酬となった。また，専利法実施細則での

国有単位を対象とする最低限の奨励金と報酬の

料率も大幅に増額された。

実施後の「奨励」を「報酬」に改正したのは，

実務の中で，奨励措置はあってもなくてもよい

と考える単位が多数あり，多くの発明者，創作

者の利益が確実に保障されていないという現状

に基づき，発明者の利益を保護することに目的

がある10）。その目的がどれだけ達成できるかは

様々な要因によるが，実施後の利益に応じて発

明者に与えなければならないのは報酬であると

いう法的概念を明確化した点は評価されるべき

だと考えられる。

報酬の料率の増額について，中国国内ではそ

れほど多くの議論はなかったが，日本企業等か

らは，外国企業の場合，国有企業事業単位の運

用をどの程度参照すれば「合理的な報酬」とい

えるのか，また，その算定は如何にするかなど

について多くの質問が寄せられている。

上述のように，中国の職務発明制度は日本の

職務発明制度とは構造が異なっている。中国の

制度は職務発明に関する権利を原則使用者に帰

属させ，その代償として発明者に合理的な報酬

を与えなければならないとしており，日本の制

度（特許法35条）とは基本的に異なっているが，

その枠の中で，発明に関する具体的な職務性の

判断，報酬と対価の支払いはどのようになって

いるのであろうか。

（1）職務性の判断

職務性の判断について，中国では，①発明者

の属する単位（本単位）の任務を執行する中で

創出されたかどうか，②主に本単位の物的技術

的条件を利用して完成した発明かどうか，とい

う二つの要件で判断される。一方，日本では，

①使用者等の業務範囲に属すかどうか，②従業

者等の現在又は過去の職務に属する発明かどう

か，という要件で判断されている。中国の二つ

の判断要件は選択的な要件である。即ち，二つ

の要件の内一つが該当すれば，職務発明と判断

されるのである。これに対し，日本の二つの判

断要件は包括的な要件であり，総合的に判断さ

1．2 日本の職務発明制度との比較
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れることとなる。

中国の要件②が日本の法律規定では定められ

ておらず，日本の要件①が中国の法律規定では

定められていない。中国の要件①と日本の要件

②は類似のもののように見えるが，本単位の任

務を執行する中で創出されたかどうか，従業者

等の現在又は過去の職務に属する発明かどうか

との判断は具体的に如何に解説され，判断され

ているのであろうか。

１）本単位の職員と従業者等

「本単位の職員」について，中国「新専利法

詳解」では，発明創造の発明者と設計者は特許

を出願する単位の職員であるべきだと解釈さ

れ，また，条文における「本単位」という表現

は広義に理解すべき，本単位の職員というのは

他の単位から出向してきた者や招請に応じて来

た者等臨時的な職員も含むべきであると解説さ

れている11）。

人民法院の判決では，実際の状況に応じて判

断すべき，形式上の人事，給料の給付関係にこ

だわるべきではないと解釈され，正式な人事関

係がなく，長い間研究所で通勤し，実際の研究

に従事していたことをもって実質的な雇用関係

にあるとする判断もある12）。また，正式な職員

である考案者が改良考案をしたが，その考案者

は実用新案権を有しており，その権利に関する

考案の製品化のために，契約に基づいて職員に

なり，製品化の過程で改良考案をしたことにつ

いて，「その契約においては双方が平等な民事

主体関係であり，その関係は契約執行のために

職員になったことで変わることはない」と判断

し，雇用関係を否定した事案もある13）。また，

中国は1980年代の半ばから単位の体制改革が始

まり，単位自身に変更が生じ，下部組織の設立

や，独立など様々な変動があった。このため，

人民法院は具体的な状況に応じて「本単位の職

員」であるか否かを判断している14）。

２）本単位の任務と従業者の職務

中国専利法における「本単位の任務を遂行し，

完成した発明創造」について，「新専利法詳解」

では，本来の職務において完成した発明創造，

本来の職務とは関係ないが，単位から与えられ

た特別な任務として完成した発明創造，定年退

職，異動してから一年以内になした本来職務と

関連のある発明創造という三つのものであると

解釈している15）。

学説は，本来の職務とは単位が職員個人に与

えた責務範囲であり，その職員の専攻分野でも

ないし，単位の業務範囲でもない16）と説明して

いる。

判例では「本来の職務」について，会社の工

程部の役員であったが，業務計画書において関

連考案を創出する内容が存在したので，その考

案は職務考案であると判断17）したものがある。

また，定年後の研究者を再雇用した際に，再雇

用の目的，業務の内容からして，その元研究者

の定年前の研究と関連のある発明について職務

発明ではないと判断した18）例もあり，具体的な

状況に応じて判断されている。単位の支配人な

どの役員は，一般的にその職務が広くなり，技

術開発にも責任がある場合が多いが，その発明

は必ずしも職務発明ではなく，具体的な事実に

より判断されなければならないとされている19）。

単位から与えられた特別な任務について，判

例学説は本来の職務でない任務として，明確な，

具体的なものでなければならないと限定的に解

釈しており，具体的な判断事例でも，その立案，

計画の証拠がなければ，単位からの任務とはな

らないとされている20）。

定年退職，異動してから一年以内になした本

来職務の関連発明については，学説判例は一年

の期間と元の業務との関係から判断すべきとし

ている21）。また，異動とは同じ単位での内部異

動ではなく，内部の異動であれば，一年後の元

の業務に関連のある発明も職務発明とすべきで

あるとの意見もある22）。この解釈は日本の「過
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去の職務」についての解説に類似していると考

えられる。

３）物的条件の利用

職務性の判断について，中国の②の判断要素

である「主に本単位の物的技術的条件の利用」

とは「その利用が比較的多額の資金であり，又

はその物的条件が発明創出の中で大きな役割を

果たし，その条件がないと発明が完成できない

恐れのあること」と解されている23）。

「主に本単位の物的技術的条件を利用して完

成した発明」であるか否かは，日本の特許法で

は職務発明としての認定要件として明記されて

いない。しかし，日亜化学工業事件においても，

本件発明は被告会社社長の青色発光ダイオード

の研究を中止し，高電子移動度トランジスタの

研究をするという業務命令に反して，原告が行

ったものであるから職務発明に該当しないとの

主張に対し，裁判所は，原告は勤務時間中に，

被告会社の設備を用い，被告会社従業員である

補助者の労力等をも使って本件発明を発明した

から，原告主張のような事情が存在するとして

も，本件発明を職務発明に該当するものと認定

する妨げとなるものではないとして，単位の物

的技術的条件の利用を考慮した上で職務発明に

当たると認定している24）。また，「発明を完成

するに至った行為が従業者の職務に属する場合

とは，特に使用者から特定の発明の完成を命ぜ

られ，あるいは具体的な課題を与えられて研究

に従事している場合が含まれることはいうまで

もないが，そのほかに従業者が当該発明をする

ことをその本来の職務と明示されておらず，自

発的に研究テーマを見つけて発明を完成した場

合であっても，その従業者がそのような発明を

試みそれを完成するよう努力することが使用者

との関係で一般的に予定され期待されており，

かつ，その発明完成を容易にするため，使用者

が従業者に対し便宜を供与しその研究開発を援

助するなど，使用者が発明完成に寄与している

場合を含むと解するのが相当である」と判示し

ており25），会社の物的条件の利用も判断の材料

になっているのである。さらに，「特許法は，

資金・資材等の提供者である使用者と技術的思

想の提供者である従業者との間の利害調整のた

めの規定である」とも指摘されている26）。した

がって，日本の発明職務性判断においても，資

金，資材等の物的利用が判断の要素になってい

ると考えられる。

ただ，日本の職務発明の関連規定においては，

職務発明の定義として「物的利用」について言

及されておらず，司法判断においても，従業者

の職務内容等と共に総合的に判断されている。

中国においては，「主に本単位の物的技術的条

件の利用」が比較的に多大な資金である場合，

又はその物的条件が発明創出の中で大きな役割

を果たし，その条件がないと発明が完成できな

い恐れのある場合に限定されているが，「主に

本単位の物的技術的条件の利用」が独立の判断

要素になっている。

また，中国専利法６条３項には「本単位の物

的技術的条件を利用して完成させた発明創造に

ついては，単位と発明者又は創作者との契約が

あり，特許を出願する権利と特許権の帰属につ

いて約定されている場合，その約定に従う」と

定められている。本章1．1でも触れたが，この

条項での「単位の物的技術的条件」の利用には

「主に」という文言がなく，「新専利法詳解」の

解説によると，契約において，本単位の物的技

術的条件を利用して完成された発明創造は職務

発明とされても，非職務発明とされても良い。

また，特許を出願する権利と特許権について契

約を結ぶ場合は，その発明創造の完成が本単位

の物的技術的条件を主に利用したかどうかは重

要ではない。日本では，この専利法第６条第３

項の規定を根拠として，中国の職務発明の範囲

は従前より一段と拡大されたとする意見もある27）。

しかし，この条項について，以下のような解釈28）
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もある。専利法６条２項「非職務発明創造の特

許権は個人に帰属する」という条項は強行規定

であり，当事者間の契約により本項の適用を除

外してはいけない。従って，第３項における

「利用」は全部利用と主に利用することだけを

含み，職務発明しか対象にならないことであり，

第１項の特例である。「技術研究者の発明意欲

に十分なインセンティブを与える」という６条

３項の目的及び２項との関係からすれば，３項

の契約対象が非職務発明まで取り入れるもので

はないと解釈するのが妥当であると考えられる。

４）使用者の業務範囲

日本における「使用者等の業務範囲に属すか

否か」という職務性の判断要素は，中国専利法

において，明文上は求められていないが，学説

等は職員の本単位の業務と関連ある全部の発明

行為を職員の本来の職務とすれば，職員の責務

が拡大され，不適切であることは明らかであり29），

職務発明である以上，本単位の業務範囲を超え

ないはずである30）等として，職員の本来職務は

本単位業務範囲の一部分であると解されてい

る。日本の「使用者等の業務範囲に属し，かつ，

その発明をするに至った行為がその使用者等に

おける従業者等現在又は過去の職務に属する」

とほぼ同様の解釈がなされている。

（2）報酬と対価の支払い

中国においては，専利法16条において，職務

発明に関する特許権が付与された後に，発明者

に対し奨励を与え，実施された後に発明者に対

し合理的な報酬を与えなければならないと定め

られている。一方，日本においては，特許法35

条３項に，「従業者等は，契約，勤務規則その

他の定により，職務発明について使用者等に特

許を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又

は使用者等のため専用実施権を設定したとき

は，相当の対価の支払を受ける権利を有する」

と定められており，報酬と対価は，それぞれ

「合理的な報酬」と「相当の対価」でなければ

ならないとされている。

支払いの時期とその対象について比較する

と，中国の場合は，発明者に特許権が付与され

た後に「奨励」，権利実施後に「報酬」と二つ

に分けられ，支払いの対象は，それぞれ権利化

された職務発明と権利化されて実施された職務

発明である。一方，日本では，使用者等に特許

を受ける権利または特許権を承継させた時と使

用者等のため専用実施権を設定した時に対価の

支払請求権が発生し（特許法35条３項），その

対価の対象は職務発明であり，その職務発明が

権利化されたか否か，実施されたか否かとは無

関係である。

また，「合理的な報酬」等について，中国の

専利法実施細則では国有企業事業単位を対象

に，その支払い方法と最低限の奨励額と料率が

定められている。権利化の「奨励」としては，

権利登録公告から三ヶ月以内に，発明であれば

2,000元，実用新案と意匠であれば500元を発明

者等に支払わなければならない。発明等の実施

による「報酬」は二種類に分けられ，自社実施

の場合は，発明と実用新案が毎年の税引き後利

益の２％，意匠が税引き後利益の0.2％を発明

者等に支払わなければならない。ライセンスの

場合はロイヤルティーについての税引き後利益

の10％を払わなければならない。「報酬」の支

払い方法は毎年支払っても，一括に支払っても

よいとされている。また，国有企業事業単位以

外の単位は，専利法実施細則の規定を参照して

支払うことができるとされている。

改正法では，対価を決定するための基準の策

定に際し，使用者等と従業者等との間で行われ

る協議の状況，策定された当該基準の開示の状

況，対価の額の算定について行われる従業者等

からの意見の聴取状況等を考慮して，その定め

たところにより対価を支払うことが合理と認め

られた場合は使用者の対応を尊重するが，不合
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理と認められた場合は，使用者等が受けるべき

利益の額，その発明に関連して使用者等が行う

負担，貢献及び従業者等の処遇その他の事情を

考慮して定めることになっている。

（3）消滅時効

消滅時効については，中国では，日本の民法

に相当する民法通則に定めがある。その規定に

よれば，法律に別段の規定がある場合は別とし

て，民事権利の保護を人民法院に対して請求し

うる訴訟時効の期間は２年である（135条）。そ

して，その期間は権利の侵害を知った，又は知

り得るべき時より起算する（137条）こととな

っている。

職務発明関連訴訟についての消滅時効も２年

である。その起算点について，判例学説は，特

許を出願する権利の場合は，侵害を実際に知っ

た時，又は，特許出願の公開日を知りえた時と

して，その時から起算すべきとしている。特許

権の場合は，その侵害を実際に知った時から，

又は，特許付与公告日を知りえた時として公告

日から起算すべきとされている31）。報酬支払い

請求権の消滅時効の起算点については，裁判例

が極めて少ない状態なので，格別の議論は見当

たらない。専利法実施細則では，国有単位を対

象に，報酬の支払いは毎年の実際の利益に基づ

いて支払っても良いし，一括払いでも良いと定

められている（75条）。この規定を参照すれば，

その支払い請求権消滅時効の起算点も実情によ

って異なることとなる。

中日両国の関連法令及び学説，判例を見ると，

いずれにおいても「本単位の職員」と「従業者

等」は広く解釈され，事案の状況に応じて判断

されることになる。また，「職務上の発明」の

範囲についても両国とも，個別の事情に応じて

判断されている。中国では，定年退職又は異動

後の一年以内に完成された発明をも「職務上の

発明」とし，中国専利法においては本来の職務

として創出された発明でなくとも，主に本単位

の物的技術的条件を利用したものは職務発明と

されるので，法律上は，一見，日本よりも職務

発明の範囲を広く認定しているように見える。

しかし，中国ではこの「物的技術的条件の利用」

は発明の完成に欠くことのできないものでなけ

ればならないと限定的に解釈されており，日本

においても，「物的技術的条件の利用」の要件

については，特許法上は明示されていないもの

の，実際の判断においては一つの判断要素とな

っているのであるから，実務的には，中日間に

おいて「主に本単位の物的技術的条件の利用」

という法律上の職務性判断要素の有無によっ

て，大きな判断の差は生じていないものと考え

られる。

なお，「使用者の業務範囲に属する」という

日本の職務発明としての要件は，中国専利法上

は明定されていないが，中国では，職員の「本

来の職務」が単位の業務範囲の一部分である32）

と解釈されており，この点についても，実際に

は日本と同様に判断されている。しかし，新分

野への技術開発を促進する角度から，一般的に

は使用者の業務と関連のあるものであるが，必

ずしも使用者の業務と関係したものとは限らな

いとの意見もある33）。

次に，「報酬」と「対価」について，中国専

利法では「合理的な報酬」，日本特許法では

「相当の対価」という類似の用語を用いている

が，支払い条件及び「報酬」・「対価」の対象

については相違している。中国では法令上，支

払い方法及び最低料率が明定されているが，日

本においては法律上，具体的な支払い方法，算

定方法が規定されていない。また，「報酬」と

「対価」の計算をする際に，その計算の基礎と

なる単位の得た利益が，中国においては全ての

利益としているのに対して，日本においては，

通常実施権による実施に基づく利益を除外した

上で当該発明の独占により得た利益としてお
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り，この点で相違している。

職務発明に関連する権利帰属の主張や報酬，

対価支払の請求権についての消滅時効は中国で

は２年に対し，日本では10年になっている。

また，中日両国における最近の職務発明関連

裁判例を見ると，中国では「職務性」について

争うものが多く，日本では，「相当の対価」に

関しての争いが多く，日本における知的財産分

野の大きな論点となっている。これについては

日本では2004年に法律が改正され，2005年４月

１日より新しい制度が施行されているが，依然

として様々な議論がなされている。中国におい

ては，現在のところ「合理的な報酬」について

の判例は極めて少なく，議論もそれほど多くは

ないが，この背景には，両国の発展段階の相違

が関係しているものと考えられる。

中国では，2001年に八つの省市34）において，

1245社の工業企業を対象とした調査が行われた35）。

1245社の内訳は，国有企業が607社（49％），民

営企業が242社（19％），集団企業が119社

（10％），外資企業が115社（９％），その他の企

業が160社（13％）である。有効回答をした

1178社の内，専門的な知的財産部門を設置して

いる企業は152社（13％）しかなく，兼務的な

知的財産部門を設置している企業は676社

（57％）であり，知的財産部門が全く存在しな

い企業も350社（30％）あった。また，回答の

あった1185社の内，知的財産の関連規定を持っ

ている企業は425社（36％）であり，現在作成

中と回答した企業は365社（31％）であり，関

連規定が無い企業は395社（33％）であった。

また回答のあった1042社の内，規定どおりの奨

励と報酬を支払っている企業は411社（40％），

一部支払っている企業は305社（29％），全く支

払っていない企業は326社（31％）であった。

調査対象地域となった八つの省市の経済発展

1．3 中国職務発明制度の利用実態

状況は様々であることからすれば，この調査結

果は中国における平均的な企業の状況を反映し

ていると言うことができる。そして，この調査

結果から見れば，三割の企業が知的財産を全く

管理していないし，六割強の企業が知的財産の

関連規定を有しておらず，その中でも，三割の

企業が作成する予定もないということである。

また，職務発明に関しては，奨励と報酬を全く

支払っていない企業が三割強にも達しており，

専利法の職務発明制度の浸透はまだまだこれか

らであると言える。
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